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(
3
)

契

闊
　

遠

く

隔

た

る
、

疎

遠

に
な

る
。

(4
)
唐
虞
　

陶
唐
と
有
虞
。
す
な
わ
ち
尭
と
舜

の
号
で
上
古
の
二
代

の
聖
王

の
並
称
。

(5
)
文
武
　
周
の
文
王
と
武
王
。

(
6
)

一
室
　

一
家

。

朝
鮮
国
王
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
漂
流
人
送
還
を
謝
し
た
琉
球
国
の
咨

へ

の
回
　
咨
(
一
五
九
七
、
八
、
六
)

朝
鮮
国
王

(李
?

)
隣
好
を
敦
く
し
て
厚
恩
に
酬
ゆ
る
事
の
為
に
す
。

、
z

ノ

万
暦
二
十
三
年

(
一
五
九
五
)
二
月
初
八
日
、
賀
至
せ
る
陪
臣
の
刑
曹
参

判
閔
汝
慶
等
有
り
て
貴
国
の
咨
を
齎
到
す
る
に
前
事
あ
り
。

窃
か
に
照
ら
す
に
、
海
邦
は
?

に
禹
の
績
に
都
す
。
緬
か
に
惟
う
に
、
祖
・

父
封
疆
を
継
守
し
、
講
信
修
睦
し
て
始
終
懈

ら
ず
、
深
く
帝
臣
の
戴
を
堅
く

し
、
幸

い
に
し
て
上
国
の
塵
を
尾
う
。
幼
沖
を
以
て
挙
げ
て
国
事
を
署
す
る

か
た
じ
け
な

の
ぞ

を

恭

く

し
、
日
夜
憂
勤

し
、
乾
乾

と
し
て
?

若

た
る
も
、
莅

み
て
堪
え
ざ
る

を
恐
る
。
奈
ん
せ
ん
生

き
て
覆
載

を
同
じ

く
す

る
も
、
地

は
北
南

に
隔
た

る
。

一
堂
に
会
晤

す
る
に
由

無
し
と
雖

も
・
実

に
思

い
を
肝
膈

に
馳
す
。
為
照
す

る
に
、
上
年
、
本
国

の
差

わ
す
所

の
進
貢

の
官

員
、
京
師

に
て
常

に
貴
国

の

使
臣

に
遇

い
、
傾
蓋

し
て
与

に
語
り
備

に
聞
き
、
人
民

・
政
事

.
土
地

.
物

産
を
詢

う
を

荷

く
す
。
踵
を
帰
し
て
啓
知

す
る
に
、
重
く
遠
念

を
労

る
を
見

る

に
足
る
。
此

の
情
、
此

の
義

、
人
を
し
て
激
切
し

て
感
佩

せ
し
む
。
数
歳
、

船

の
往
来

し
て
以
て
音
信
を
通
ず

る
を
乏
し
く
す
。
而
れ
ど
も
図
報

せ
ん
と

す
る

の

一
念

は
須
臾

も
忘

れ
ず
。

及
び
、
照
ら
す
に
、
万
暦
十
八
年

(
一
五
九
〇
)
、
本
国
所
属
の
太
平
山
の

土
官
の
要
宇
等
、
部
衆
を
率

い
て
米
布
を
進
運
し
て
国
に
来
る
に
、
風
を
被

り
て
貴
轄
の
港
地
に
飄
到
す
。
津
隘

の
査
審
す
る
に
是
れ
琉
球
の
人
民
に
係

わ
る
。
優
恤
す
る
こ
と
甚
だ
厚
く
、
差
官
し
て
遼
東
に
導
送
し
、
転
じ
て
京

師
に
詣
ら
し
む
る
に
、
伏
し
て
鴻
臚
寺
序
班
を
欽
差
し
応
付
を
護
給
し
、
直

ち
に
福
建
に
至
り
て
貢
船

に
順
搭
し
て
帰
国
し
故
土
に
復
還
せ
し
む
る
を
蒙

る
。
陳
情
は
宣
布
し
、
厚
恩
を
録
白
す
。
主
を
愛
し
て
庶
に
及
ぼ
す
。
徴
、

此
れ
に
尽
き
た
り
。
挙
国
の
臣
僚
と
与
に
惟
だ
碑
に
勒
し
銘
に
刻
み
て
功
徳

を
頌
繕
す
る
の
み
。
茲

に
歳

の
貢
期
な
れ
ば
、
特
に
正
議
大
夫
鄭
礼

・
使
者

馬
富
多

・
通
事
蔡
奎
等
を
差
わ
し
、
表
を
齎
し
京
に
赴
き
進
貢
せ
し
む
。
瓊

瑤
の
報
無
き
を
赧
ず
る
も
、
?
ら
具
し
て
後
に
開
す
絹
匹

・
珍
蔵
は
恭
し
く

使
者
に
托
し
て
帯
回
せ
し
め
、
献
上
し
て
以
て
?
菲
の
微
誠
を
伸
ぶ
。
伏
し

て
?
る
に
貴
国
、
祚
は
山
海

に
綿
な
り
て
万
世
に
藩
?

の
固
き
を
覩
、
寿
は

岡
岳
に
斉
し
く
、
億
代
に
耆
頤

の
尊
を
仰
が
ん
こ
と
を
。
薫
翰
の
衷
曲
も
て

謹
ん
で
此
に
箋
申
す
。
万
望
む
ら
く
は
照
験
し
て
鑑
納
せ
ん
こ
と
を
、
等
の

因
あ
り
。
此
れ
を
准
く
。

為
照
す
る
に
、
我
が
皇
上
の
声
教
の
曁
ぶ
所
、
普
天
の
下
、
凡
そ
民
社
有

り
。
冠
帯
し
て
国
た
る
者
は
皆
皇
上
の
臣
子
な
り
。
即
ち
?
に
北
面
し
て
命



を
受
く
る
有

れ
ば

兄
弟

の
義

と
為

す
。
豈

に
宜

し
く
遠
近
を
以

て
殊

つ
べ
け

ん
や
。
然
れ
ど
も
敞

邑

は
京
師

を
距

つ
る

こ
と
三
千
余
里
な
り
。
貴

邦
は
風

温
を
渉
る

こ
と
約

そ
幾

日
か
可

り
の
程

に

し
て
以

て
南
徼

に
抵
り
、
之
由
り

以

て
京
師

に
至
る
ま
で
又
乃
ち
六
千
余
里

な
り
。
蓋
し

二
国

の
相

い
距

つ
る

こ
と
啻

に
万
里

の
遠

き

の
み
な
ら
ず
、
而

し
て
躬
ら
朝
聘

し

て
以

て
京
師

に

聚
ま
る
を
得
ざ

れ
ば
、
則

ち
又
何

に
因

っ
て
か
以

て
邂
逅

し
交
際
す
る

の
私

を
得
ん
や
。

独
り
行

人

の
往
来
あ

り
、
有

時

と
し
て
相

い
値

い
て
、
其

の
土

地

・
風
俗
を
談
ず

る

の
み
。
此

れ
に
因

り
之
を
得
、
髣
髴

と
し

て
以

て
悒
悒

の
衷
を
慰
む
る
者

、
想

い
は
之

を
同

じ
く

す
る
な
り
。
来
咨

に
、
此

の
情
、

此

の
義

、
人
を
し
て
激

切
せ
し
む
、

の
云

い
あ

り
。
豈

に
重
ね

て
相
感
せ
ざ

ら
ん
や
。

及
び
査
す
る
に
、
万
暦
十
八
年

(
一
五
九
〇
)
の
間
、
貴
邦
の
人
民
の
船

を
駕
し
て
敞
境
に
漂
到
す
る
者
有
り
、
而
し
て
訳
審
す
る
に
其
れ
他
無
し
。

以
為
え
ら
く
、
事
は
矜
哀
す
可
し
。
我
人
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
や
、
と
。
即
ち

為
に
差
官
し
て
遼
東
に
押
送
し
、
以
て
備

に
奏
知
し
て
転
解
せ
し
む
。
而
し

て
顧
み
て

一
咨
の
相
い
聞
ゆ
る
を
闕
き
た
る
者
、
敞
邑
は
義
と
し
て
私
交
を

謹
む
こ
と
壌
地
の
相
い
接
せ
ざ
る
に
於
て
す
る
に
縁
る
と
雖
も
、
亦
た
多
く

其
の
不
敏
を
見
る
な
り
。
逎
者
、

一
尺
の
書
を

辱

く
し
、
副
う
る
に
両
色
の

幣
を
以
て
し
、
委
曲
に
遠
問
す
。
而
し
て
辞

に
曰
く
、
相

い
謝
す
、
と
。
夫

れ
馬
牛
の
其
れ
風
す
る
は
末
界
の
微
事
な
れ
ど
も
、
越
逐
し
て
復
ら
ざ
れ
ば

則
ち
昔
は
常
刑
有
り
。
況
ん
や
我
が
友
邦
を
や
。
?

に
皇
上
の
仁
威
を
奉
ず

れ
ば
、
敢
え
て
其
の
人
物
を
獲
え
或

い
は
攘

い
或
い
は
残
い
て
還
さ
ざ
る
の

理
有

ら
ん
や
。
此

に
し

て
謝
を
得

て
、
則

ち
愧

ず
。
然
れ
ど
も
好
音

に
頼

り

て
遐

て
ざ

る
の
心
を
見
る
。
何

ぞ
幸

い
な
る
、
何
ぞ
幸

い
な

る
。
鄙
忱

の
以

て
宣
導
す

る
無
き
も
、
後

に
土
物

の
菲
薄

を
開
し
、
用

て
冬
至

の
令
節

に
進

賀

す
る
陪
臣
奇
自
献

に
付
し
、
京
師

に
齎
到

し
、
貴
邦

の
使
臣
有
る

に
遇

え

ば
、
即

ち
与
え

て
交
送
せ
し
む
。
前

よ
り
二
年
、
是
く

の
如
く
す
る
者
再
び

な
れ
ど
も
未
だ
遇
わ
ず
、
今
も
亦

た
必
し
難

き
な

り
。
惟
だ
万
里
相

い
領

す

る
を
幸
う
外
、
祝

る
所
は
時

に
順

い
加
愛

せ
ん
こ
と
を
。
紙

に
臨
み
て
忞
忞

の
至

り
に
勝
え
ず
。
此

の
為

に
、
合
行

に
回
咨

す

べ
し
。
請
う
、
照
験

し
領

納

し
て
施
行

せ
ん

こ
と
を
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

計
開白

苧
布
二
十
匹

白
綿
紬
二
十
匹

人
参
二
十
斤

右
、
琉
球
国
に
咨
す

万
暦
二
十
五
年

(
一
五
九
七
)
八
月
初
六
日

隣
交
を
敦
く
し
て
厚
恩
に
酬
ゆ
る
事

咨

注

*
本
文
書
と

一
部
同
文
の
琉
球
国
あ
て
咨
文
が

『李
朝
実
録
』
宣
祖
二
十
九
年

(万
暦
二
十
四
)
八
月
甲
寅
の
条

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
に
は
琉
球

国
使
に
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
年
、

一
部
書
き
変
え
ら
れ
た
の
が
本
文
書

で
あ
ろ
う
。



(1
)
朝
鮮
国
王
　
第
十
四
代
国
王
、
宣
祖
、
李
?
。
在
位
一

五
六
七
-
一

六

〇
八
年
。

(2
)
刑
曹
参
判
　
李
朝

で
は
、
明
朝

の
六
部

に
あ
た
る
行
政
機
関
が
六
曹
と

呼
ば
れ
、
吏

・
戸

・
礼

・
兵

・
刑

・
工
の
各
曹
を
置

い
た
。
各
曹

に
は

判
書

一
員

(正
二
品
)
、
参
判

一
員

(従
二
品
)
、
参
議

一
員

(正
三
品
)

を
置

い
た
。

(
3

)
貴

国

の
咨
　

「
窃

か

に

」

か
ら

注

(
12

)

ま

で

。

(4
)
禹

の
績
に
都
す
　
天
が
諸
侯
に
、
都
を
禹

の
治
水

の
功
業

の
地
に
置
く

こ
と
を
命
じ
た
、
と
す
る

『詩
経
』

の
語
句
に
よ
る
。

(
5
)

会
晤
　

面

会

す

る

。

(6

)

肝
膈
　

肝

と
膈

(胸

と

脾

と

の
間

)
。

転

じ

て

、

心

の
中

。

(7
)
傾
蓋
　

初
め
て
会

っ
て
旧
友

の
よ
う
に
親
し
く
す
る
こ
と
。

(8
)
要
宇
等
…
復
還
せ
し
む
る
を
蒙
る
　

『李
朝
実
録
』
宣
祖
二
十
二
年

(万

暦
十
七
)
七
月
戊
辰
の
条

に
、
「琉

球
国
商
人
三
十
余
名
漂
到
珍
島
、
解

送
干
中
原
、
順
付
冬
至
使
之
行
」
と
あ
り
、
翌
二
十
三
年

(万
暦
十
八
)

正
月
甲
辰

の
条
に
は

「琉
球
国
人
漂
到
本
国
、
差
官
押
送
遼
東
、
請
転

奏
解
還
」
と
あ
る
。

一
方

『明
実
録
』
万
暦
十
七
年
十

一
月
辛
亥
の
条

に
は
、
朝
鮮
国
の
入
賀
の
陪
臣
の
上
奏
し
た
こ
と
と
し
て

「本
年
六
月

十

二
日
、
有
異
?

一
隻
、
向
本
国
全
羅
道
南
桃
浦
抛
泊
、
…
持
印
信
公

文
、
?
写
大
明
万
暦
字
様
、
将
男
婦
四
十
六
名
獲
至
、
訳
得
、

一
名
要

宇
、

一
名
厚
女
注
口
、
?
係
大
琉
球
国
人
、
…
今
人
口
数
多
、
先
将
要

宇

・
厚
女
注
口

二
名
、
帯
向
京
師
、
其
余
?
送
遼
東
都
司
転
解
、
礼
部

査
、
果
有
嘉
靖
年
事
例
、
請
勅
奨
朝
鮮
、
令
要
宇
等
暫
住
会
同
館
、
咨

行
遼
東
、
将
四
十
四
人
解
京
、
仍

賞
胖
襖

・
■
鞋
、
給
与
干
関文
、
差
通

事
送
至
福
建
、
遇
便
遣
帰
、
従
之
」
と
あ
る
。

(9
)
津
隘
　

関
津
把
隘

の
略
か
。
水
陸

の
要
衝
に
設
け
ら
れ
た
役
所
又
は
軍

事
的
拠
点
か
。

(10
)
正
議
大
夫
鄭
礼
…
進
貢
せ
し
む
　
鄭
礼
ら
の
進
貢
の
執
照
〔三
二
-〇

一
〕

の
日
付
は
、
万
暦

二
十

一
年
十
二
月
二
十
六
日
。

(
11

)
耆
頤
　

年

長

者

の

こ

と
。
耆

は

と

し

よ

り

、
頤

は

あ

ご

で
指

図

す

る
。

(
12

)

等

の

因

あ

り
　

注

(
3
)

の
咨

の
終

り
。

(
13

)

民

社
　

人

民

と
社
稷

。

(14
)
馬
牛
の
其
れ
風
す
る
　

さ
か
り
が

つ
き
相
手
を
求
め
て
遠
く

へ
逃
走
す

る
こ
と
。
転
じ
て
互

い
に
全
く
関
係
の
な
い
こ
と
。

(15
)
越
逐
　
境
界
を
越
え
て
追

い
か
け
る
。

(16
)
人
参

二
十
斤
　
総
注

の

『李
朝
実
録
』
で
は
三
十
斤
。

1-39-19

朝
鮮
国
王
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
関
白
秀
吉
の
死
去
を
報
じ
た
琉
球
国
の

咨へ
の
回
咨

(
一
六
〇

一
、
八
、
七
)

朝
鮮
国
王

(李
?
)
聘
問
を
歴
修
し
て
以
て
厚
恩
に
答
う
る
事
の
為
に
す
。

査
照
す
る
に
、
先
に
該
の
万
暦
二
十
八
年

(
一
六
〇
〇
)
二
月
初
三
日
、

敞
邦
の
賀
至
の
陪
臣
韓
得
遠
、
京
師
よ
り
回
る
有
り
。
齎
到
せ
る
貴
国
の
咨

文

一
角

に
前
事
あ
り
。
節
該
に
、
長
史
鄭
道

・
使
者
兪
美
玉
を
差
わ
し
、
京

師
に
詣
り
て
方
物
を
貢
す
る
に
、
敢
え
て
土
儀
を
奉
り
、
咨

し
て
貴
使
の
京

に
在
る
者

に
交
し
、
之
の
為
に
転
じ
て
微
情
を
致
さ
し
む
。
又
照
ら
す
に
、


